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I. 計画の概要  

｜01｜ 背景と目的 

 

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に位置付けられる「市町村の都市計画*に

関する基本的な方針」であり、都市計画*に関わる土地利用の方針、都市施設*（道路･公園･下水

道など）の整備方針などについて、おおむね２０年後を見据え市町村が住民意見を反映しながら

策定する計画です。 

千歳市では、平成 11 年（1999 年）３月に第１期の都市計画マスタープラン、平成 24 年（2012

年）３月に第２期の都市計画マスタープランを策定し、社会経済情勢の変化に対応しながら都市

の将来像や土地利用などの方向性を明らかにするとともに、豊かな自然環境や空港など、千歳市

の特性を生かしたまちづくりを進めてきました。 

第２期都市計画マスタープラン策定から 10 年余りが経過し、少子高齢化の進展や将来の人口

減少社会への対応、循環型社会への転換、社会経済のグローバル化、地域社会の構造変化など大

きな変革の時代を迎えており、時代の変化への対応が求められています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所*による将来人口推計を上回るペースでの人口増加、広域

幹線道路や新たなインターチェンジの開設による広域交通機能の充実、新千歳空港の機能強化な

ど、これらを発展の機会と捉えるとともに、市民協働による自主自立の自治体運営と地域社会の

持続的な発展や市民生活の向上を目指すため、都市計画マスタープランを見直す必要があります。 

これらを踏まえ、将来都市ビジョンを再構築し、課題に対応した土地利用や都市生活を支える

諸施設の計画などの方針として「千歳市第３期都市計画マスタープラン」を策定します。 

 

 

 

 

｜02｜ 役割 

 

都市計画マスタープランは、次のような役割を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①都市の将来像及び都市づくりの目標を明らかにします。 

②都市計画*の基本的な方針を定めます。 

③土地利用計画や都市施設整備計画などの相互調整を図ります。 

④市民や事業者の都市計画への理解を深め、まちづくりへの参加意識を高めます。 

※都市計画マスタープランと総合計画の違い 

総合計画は、市民にかかわる福祉や医療、環境、教育などのあらゆる分野にわたるま

ちづくりの基本な考え方や方向性を示すのに対し、都市計画マスタープランは、総合計

画の目指すべきまちの将来像を実現するため、主に土地利用や道路、公園、下水道など

の都市施設について、基本的な方向性を示すものとなります。 
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｜03｜ 計画の位置づけ 

 

都市計画マスタープランは、「千歳市総合計画」、北海道が定める「千歳恵庭圏都市計画 都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針*」に即し、各関連計画と連携・整合を図りながら、都市計

画事業やその他のまちづくり施策を進め、将来都市像の実現を図ります。千歳市が決定する都市

計画に関する事項は、この計画に基づいて定められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 都市計画マスタープランの位置づけ 

［上位計画］ 
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など 
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｜04｜ 千歳市第３期都市計画マスタープランの対象範囲 

 

都市計画マスタープランの対象範囲は、千歳市の都市計画区域*とします。 

 

図 都市計画マスタープランの範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｜05｜ 計画の期間 

 

計画の期間は、おおむね 20 年後の都市のあるべき姿を目標とし、令和 23 年（2041 年）を目

標年次とします。 

なお、千歳市総合計画などの上位計画との整合、都市環境や社会情勢の変化などに応じて都市

計画マスタープランの見直しを行います。 
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｜06｜ SDGs と都市計画マスタープラン 

 

平成 27 年（2015 年）に 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標」（SDGs：

Sustainable Development Goals）が国際連合で採択されました。千歳市においても、SDGs*の

17 の目標に関連づけて施策を推進しています。都市計画マスタープランは、主に「すべての人に

健康と福祉を」や「働きがいも経済成長も」、「産業と技術革新の基盤をつくろう」、「住み続けられ

るまちづくりを」、「陸の豊かさも守ろう」、「パートナーシップ*で目標を達成しよう」などに関連

しており、目標達成に向け貢献していきます。 

 

図 持続可能な開発目標（SDGs） 
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